
平成 23 年１月 31 日 

消 費 者 庁 

 

 

エア遊具の事故防止に関する地方公共団体 

及び関係事業者に対する要請について 

 

 

平成 22 年 11 月 23 日に滋賀県高島市で発生したエア遊具（空気

膜構造の大型遊具）の事故を契機とした事故防止の取組として、

地方公共団体及び関係事業者に対して、別添文書のとおり要請す

ることとしましたので、お知らせします。   
 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先          

消費者庁  消費者情報課  

  金児、滝     

電話：０３－３５０７－９１４６ 



番   号 

年 月 日 

 

 

各都道府県知事 殿 

各政令指定都市市長 殿 

 

 

消費者庁長官 福嶋 浩彦 

 

 

エア遊具の事故防止に関する周知について（依頼） 

 

日頃から、消費者行政の推進に御尽力いただき、ありがとうございます。 

さて、平成22年11月23日に滋賀県高島市の運動公園で行われたイベントにおいて、

屋外に設置していたエア遊具（空気膜構造の大型遊具）が風にあおられて傾き、上で

遊んでいた子どもが転落して頭を打つなどの軽傷を負う事故が発生しました。 

当庁では、本件の事故を契機として、類似事故の再発防止を図るため、情報収集を

行ってまいりました。 

高島市から提供された資料によれば、エア遊具は杭等で地面に固定されておらず、

強風で遊具の片側が数メートルめくれ上がり、子どもが滑り落ちるように転落したこ

とが分かりました。 

また、エア遊具の安全対策に関する活動を行っている一般社団法人日本エア遊具安

全普及協会では、エア遊具を安全に運営するための基準（別添「安全運営の10ヶ条」）

を策定し、普及を図っています。本件の事故では、この「安全運営の10ヶ条」の一部

が守られていなかったことが分かりました。 

当庁では、これらを踏まえ、エア遊具の事故の再発防止のためには、同協会が策定

した基準を守ることが必要と考えます。そこで、エア遊具に関係する事業者とイベン

トを催す又はエア遊具の設置場所（公共施設）を提供する地方公共団体に対して安全

対策を要請することにしました。 

貴職におかれましては、公共施設におけるエア遊具の事故防止に関する取組を推進

するために、貴都道府県及び貴都道府県下の市区町村の関係部局に対して、下記の事

項を周知していただくようお願いいたします。 

 

記 

 

公共施設においてエア遊具の設置・運営に携わる者は、一般社団法人日本エア遊具

安全普及協会が策定した「安全運営の10ヶ条」を守る等、安全管理を徹底すること。 



番   号 

年 月 日 

 

 

各エア遊具関係事業者 殿 

 

 

消費者庁長官 福嶋 浩彦 

 

 

エア遊具の事故防止に関する取組みについて（依頼） 

 

平成22年11月23日に滋賀県高島市の運動公園で行われたイベントにおいて、屋外に

設置していたエア遊具（空気膜構造の大型遊具）が風にあおられて傾き、上で遊んで

いた子どもが転落して頭を打つなどの軽傷を負う事故が発生しました。 

当庁では、本件の事故を契機として、類似事故の再発防止を図るため、情報収集を

行ってまいりました。 

高島市から提供された資料によれば、エア遊具は杭等で地面に固定されておらず、

強風で遊具の片側が数メートルめくれ上がり、子どもが滑り落ちるように転落したこ

とが分かりました。 

また、エア遊具の安全対策に関する活動を行っている一般社団法人日本エア遊具安

全普及協会では、エア遊具を安全に運営するための基準（別添「安全運営の10ヶ条」）

を策定し、普及を図っています。本件の事故では、この「安全運営の10ヶ条」の一部

が守られていなかったことが分かりました。 

当庁では、これらを踏まえ、エア遊具の事故の再発防止のためには、同協会が策定

した基準を守ることが必要と考えます。そこで、エア遊具に関係する事業者とイベン

トを催す又はエア遊具の設置場所（公共施設）を提供する地方公共団体に対して安全

対策を要請することにしました。 

貴社（団体）におかれましては、エア遊具事故防止のため、エア遊具の設置・運営

に携わる場合は下記事項を守っていただくようお願いいたします。また、貴社（団体）

がエア遊具を設置・運営者に提供する場合は、下記事項を提供先に周知していただく

ようお願いいたします。 

 

記 

 

エア遊具を使用する際には、一般社団法人日本エア遊具安全普及協会が策定した

「安全運営の10ヶ条」を守る等、安全管理を徹底すること。 








